
○ 農業委員、農地利⽤最適化推
進委員の最適化活動や地域組織に
よる農地の維持活動が積極的に⾏
われており、遊休農地は１haほど
と少ないが、不在地主が所有する
農地が遊休化し、課題となってい
る。

⼭県市 梅原地区

①取組開始前の状況や課題

○ 不在地主が所有する農地で雑
⽊が繁茂し、⻑年遊休化していた
農地について、地域の農業委員、
農地利⽤最適化推進委員が地区外
に居住する所有者宅へ電話や訪問
活動を⾏った結果、所有者により
雑⽊の除去、除草が⾏われ、10a
の遊休農地の解消に⾄った。

○ 解消した農地は委員の働きか
けにより、令和４年度に担い⼿に
貸付けされ、令和５年度より耕作
が再開される⾒通しとなった。

②取組内容

○ 遊休農地の更なる解消と新
たに発⽣さないよう、地域、委
員、事務局等が連携し、より⼀
層の農地利⽤の最適化を推進す
る。

○ 当地区は複数の担い⼿が耕作
しており、今後は⽬標地図を作成
し、農地の集積・集約化を進めた
い。

③今後の展開と⽅向性

「不在地主所有の遊休農地解消」

【地域の概要】
○ 梅原地区は⼭県市の南⻄部に位置し、県道を挟み南北に⽐較的平坦な⽔⽥が広がっている。
○ ⽔⽥⾯積は１０８haで、担い⼿への集積⾯積は３９haとなっている。 （集積率３６．１％）
○ 地域で「梅原地域ふる⾥活性化協議会」を組織し、積極的に農地維持活動に取り組んでいる。
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